
当初予算（千円）

決算（千円）

男女共同参画センターに
おけるフェスティバルの
開催、情報誌の発行

2,315

【男女共同参画課】

1,745

各種講座・研修会の開催

728

【男女共同参画課】

460

ホームページ、メールマガ
ジン等による情報発信

0
【男女共同参画課】 0

0

0

255
102

19,207

18,131

179

24

千葉県男女共同参画推進
連携会議の充実

479

【男女共同参画課】

318

0

0

男女共同参画センターに
おける相談事業の実施
【男女共同参画課】

職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆ
る分野における男女共同参画の自主的な
取組を推進する。

連携会議
合同部会1回
実施日：平成26年6月23日
全体会1回
実施日：平成26年12月4日
産業部会2回
（千葉県経営者協会との共催）
実施日：平成26年9月10日/平成26年
11月4日
教育部会1回
実施日：27年1月14日
地域部会1回
実施日：26年10月8日
合計　参加団体72  参加者数300名

9 ○
8月に男女共同参画センターフェスティバ
ルと同時開催する。

男女共同参画センターフェスティバルと
同時開催した。（8月3日　参加者数85
名）

7 ○

8 ○

○

男女共同参画に関する県の施策に係る
苦情申出があった場合、迅速に処理す
る。

平成26年度においては申し出なし

事業の実施予定

【フェスティバル＆ネットワーク会議】
　センターフェスティバルと男女共同参画
社会づくりネットワーク会議を合同で開催
し、男女共同参画についての啓発と県民
の交流を図る。
【情報誌】
　情報誌として、ｅパートナーちばを９月末
と３月末の年２回（各15,000部）発行する。
センター事業や各地域での取組等さまざ
まなテーマを切り口とした内容の情報を広
報することで、多くの人に男女共同参画の
意識を持つことの重要性を認識していもら
い、男女共同参画社会づくりの推進を図
る。

【フェスティバル＆ネットワーク会議】
　センターフェスティバルと男女共同参
画社会づくりネットワーク会議を合同で
開催した。　（8月3日　参加者数602名）
【情報誌】
　情報誌として、ｅパートナーちばを9月
末と3月末の年2回（各15,000部）発行し
た。

男女共同参画計画未策定の町村を対象
に県内３箇所で講演会等を開催予定。

計画未策定の町において、住民を対象
とした講演会を実施（芝山町）

6 ○
女性及び男性のための総合相談（一般相
談・専門相談）及びＤＶ被害女性の相談及
びカウンセリングを実施する。

女性及び男性のための総合相談（一
般相談・専門相談）及びＤＶ被害女性
の相談及びカウンセリングを実施した。
6,542件（うちＤＶ相談件数1,234件）

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

1

基本的な課題１　男女共同参画への意識づくり

目標Ⅰ　男女がともに人として尊ばれる社会づくり

施策の方向①　あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

平成26年度

事業の実施結果

○男女共同参画シンポジウム 6/8
340人（託児20人）
○男女共同参画に関する専門講座
・千葉大学との共催セミナー　10/29,
87人（託児 なし）
・社会福祉協議会との共催セミナー
11/24 , 164人（託児１人）

○

3 ○

 「ちばの男女共同参画情報マガジン」を
毎月2回発行する。また市町村が開催す
るイベント等を男女共同参画課ホーム
ページに掲載する。

登録者約1,100人に対し、メールマガジ
ンを月2回発行。

4 ○
市町村及び関係機関等が行う男女共同
参画に関する研修会において、講師派遣
の依頼があれば講師を派遣する。

市町村や関係各機関から依頼を受け、
当課職員を講師として派遣。自治研修
センターや教育庁、市町村など、計5回
329名が受講。

千葉県男女共同参画社会
づくりネットワーク会議の充
実
【男女共同参画課】

男女共同参画苦情処理制
度の活用
【男女共同参画課】

関係機関等が行う研修会
等の取組に対する支援
【男女共同参画課】

あらゆる人々への意識啓
発の展開
【男女共同参画課】

2

男女共同参画の意識啓発のためのパネ
ルディスカッション、人材育成セミナー及
び関係機関と連携した専門的講座を開催
する。
○男女共同参画シンポジウム
○男女共同参画に関する専門講座
・大学等との連携・専門講座
・地域団体等との連携・専門講座

5 ○
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実

2,108

【男女共同参画課】

1,446

1,415

1,251

0

0

ネットワークを活用した情
報収集、提供

662

【男女共同参画課】

653

啓発用ビデオの貸出し
300

【健康福祉政策課】 237

人権啓発指導者養成講座
の開催

1,806

【健康福祉政策課】
1,806

学校人権教育研究協議会
の開催

313

【（教）指導課】

296

32
30

613

311

学校人権教育研究指定校
事業の実施

60

【（教）指導課】
20

0

0

11

10 ○

県内在住の満20歳以上の方2,000人を対
象に、郵送により男女共同に係る意識調
査を実施する。

県内在住の満20歳以上の方2,000人を
対象に、郵送により男女共同に係る意
識調査を実施した。（回答数799件、回
収率40％）

施策の方向②　男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供

男女共同参画社会の実現
に向けての県民意識調査
等による県民意識の実態
把握
【男女共同参画課】

各市町村で活躍する地域推進員を増や
す。
・地域推進設置市町村数：
42市町村　68名(H26.8.1現在)
・県内6地域で推進員の企画によるフォー
ラム等を実施予定　12事業程度

・地域推進員設置市町村数：
42市町村　67名(H27.3.31)
・県内6地域で地域推進員によるフォー
ラム等を実施。12事業　参加者1,212名

県政世論調査を活用して、男女共同参画
に係る意識調査を実施する。

県政世論調査を活用して、男女共同参
画に係る意識調査を実施した。

13

男女共同参画関係団体等に対して、国や
国立女性教育会館、県等が主催するセミ
ナーやフォーラム等の情報を収集し提供
するとともに、広報啓発活動に対する支援
を行う。
また、男女共同参画に関する書籍やDVD
を購入、情報コーナーで貸出を実施し、県
民に対する意識啓発および団体等の活動
支援につなげる。

男女共同参画を目的とした民間団体
等のネットワークづくりを促進する仕組
み「男女共同参画関係団体・グループ
情報」を１１月から開始した。当該情報
の掲載団体等に対して、国や国立女
性教育会館、県等が主催するセミナー
やフォーラム等の情報を収集し提供し
た。
併せて、当該団体等の広報啓発活動
に対する支援を行った。
また、男女共同参画に関する書籍や
DVDを購入、情報コーナーで貸出を実
施し、県民に対する意識啓発および団
体等の活動支援を行った。（図書等貸
出件数2,532件）

14
人権についての正しい知識と認識を深め
てもらうため、人権啓発ビデオの貸出しを
行う。

人権についての正しい知識と理解を深
めてもらうため、人権啓発ビデオの貸
出しを行った。
113件（180本）

12

基本的な課題２　男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

施策の方向①　学校教育・社会教育等における男女共同参画の推進

県政に関する世論調査及
びインターネットアンケート
調査等の活用
【男女共同参画課】

15

人権啓発・教育に関し指導的な立場の人
を対象として、必要な知識と技能を修得す
ることができるよう、人権啓発指導者養成
講座を開催する。

人権啓発・教育に関し指導的な立場の
人を主な対象として、必要な知識と技
能を修得することができるよう、人権啓
発指導者養成講座を10月に開催した。

16

教育事務所の人権教育担当者を対象とし
た「担当指導主事協議会」を年6回（うち1
回は現地フィールドワーク），市町村教育
委員会の人権教育担当者を対象とした
「全体協議会」を年1回開催する。教育事
務所ごとに公立幼稚園，小中学校の人権
教育担当者を対象とする「地区別協議会」
を開催する。

教育事務所の人権教育担当者を対象
とした「担当指導主事協議会」を年6回
（うち1回は現地フィールドワーク），市
町村教育委員会の人権教育担当者を
対象とした「全体協議会」を年1回開
催。教育事務所ごとに公立幼稚園，小
中学校の人権教育担当者を対象とし
て開催した「地区別協議会」の参加者
数は，全地区合計で1,154名。高等学
校協議会は、管理職139名、担当者
152名、計291名が参加。

17
推進校協議会を年5回実施予定（参加体
験型研修，先進校の授業参観を含む）。2
回は講演会を実施する。

推進校協議会を年5回実施予定（参加
体験型研修，先進校の授業参観を含
む）。2回は講演会を実施。

学校人権教育推進校協議
会の開催
【（教）指導課】

18
指導資料を発行する。資料の内容及び様
式や発行部数については，検討を行う。

指導資料をリーフレット形式に改め、県
内公立幼、小、中、高、特別支援学校
の全本務職員に配付した（発行数
45,000部）。

19
指定を受けた県立船橋法典高校は2年間
の研究成果についてまとめる。

県立船橋法典高校から研究成果報告
書の提出を受ける。

20
１２～１月頃に１回、各県立学校全生徒、
全職員を対象にアンケートを実施し、学校
でのセクハラ防止を図る。

１１月に、公立学校全児童生徒、全職
員を対象に、セクハラ防止をはかるた
めに、アンケートを実施した。アンケー
ト結果について県のHP等で公表予定。

セクシュアル・ハラスメント
に関する実態調査の実施
【（教）教職員課】

学校人権教育指導資料の
刊行
【（教）指導課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

0

0

57,036

52,189

530,601

478,509

社会人権教育指導者養成
講座の開催

168

【（教）生涯学習課】

167

高校生インターンシップの
推進

0

【（教）指導課】

0

高等学校進路指導研究協
議会の開催

30

【（教）指導課】

30

ＤＶ相談カード等の作成
配布

2,110

【男女共同参画課】

1,509

街頭キャンペーンの実施
等による県民への意識啓
発

537

【男女共同参画課】

519

セミナーの開催等によるＤ
Ｖ予防教育の推進

1,200
【男女共同参画課】

1,200

配偶者暴力相談支援セン
ターにおける相談

30,814

【男女共同参画課】

30,863

女性サポートセンターに
おける一時保護

121,177

【男女共同参画課】
110,932

基本的な課題３　あらゆる暴力の根絶と人権の尊重

施策の方向①　性に基づくあらゆる暴力の根絶

25

高校生が、望ましい職業観、勤労観、及
び職業に関する知識や技能を身に付ける
とともに、自己の個性を理解し、主体的に
進路を選択する能力、態度を育成するた
め、企業の現場などで、在学中の学習内
容や進路などに関した就業体験（インター
ンシップ）を実施する。

各校での取組のほかに、指導課内で
は県庁内インターンシップの受入調整
等を通じて、高校生の望ましい職業
観・勤労観の育成、主体的に進路を選
択する能力・態度の育成を図った。

26

５月と１１月の年２回、公立高等学校及び
私立高等学校の進路指導主事、又はこれ
に代わる者を対象として、高等学校進路
指導の現状と課題について研究協議を行
い、進路指導の在り方を探るとともに教職
員の進路指導に関する指導力の向上を
図る。千葉労働局、商工労働部、生涯学
習課、指導課人権教育室の協力のもと実
施する。

５月と１１月に研究協議を行い、教職員
の進路指導に関する指導力の向上を
図ることができた。講話は千葉県経営
者協会推薦の講師と高等学校教諭の
実践（グループワーク）を実施した。

21
セクハラ防止を含めた不祥事根絶パンフ
レットを改訂し各県立学校に配付する。

９月に、セクハラ防止リーフレット「なく
そう！セクハラ４」を作成し、各市町村
教育委員会・教育事務所・県立学校に
配付した。

22
不登校やいじめ等の問題に悩む児童生
徒や保護者の教育相談に応じる。

平成２６年度の相談件数は電話、来
所、メール等を合わせて12,359件で
あった。

23

千葉市を除く県内全公立中学校326校と
県立高等学校70校に加え、小学校35校に
スクールカウンセラー等を配置し、教育相
談の充実を図る。

千葉市を除く県内全公立中学校326校
と県立高等学校70校に加え、小学校
35校にスクールカウンセラー等を配置
し、教育相談の充実を図った。

子どもと親のサポートセン
ターにおける教育相談
【（教）指導課】

スクールカウンセラー等の
派遣
【（教）指導課】

セクシュアル・ハラスメント
防止に関するリーフレット
の配付【（教）教職員課】

施策の方向②　多様な選択を可能にし、個性を伸ばす教育・学習の充実

27

被害者への相談窓口の周知を図るため、
ＤＶ相談カード、相談ステッカーを作成し、
市町村や県の関係機関等に配布する。ま
た、県内高等学校在学中の生徒（１年生）
を対象にデートＤＶ相談カードを配布す
る。
その他、家庭に向けた啓発用パンフレット
を作成・配布する。

被害者への相談窓口の周知を図るた
め、ＤＶ相談カード、相談ステッカーを
作成し、市町村や県の関係機関等約
7,340箇所に配置した。また、県内高等
学校在学中の生徒（１年生）65,000人を
対象にデートＤＶ相談カードを配布し
た。その他、家庭に向けた啓発用パン
フレットを作成し、就学時健康診断を受
ける子ども及び小学１年生の保護者に
対し配布した。

28
女性に対する暴力をなくす運動期間中
に、啓発リーフレットの配布や、街頭キャ
ンペーンを実施する。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
中に、以下の内容を実施した。
・街頭キャンペーン開催（千葉市）
・女性のための啓発セミナー（千葉市）
・ＤＶ防止啓発リーフレットを約94,000枚
配布（街頭キャンペーン、各自治会の
回覧板、市町村窓口等）

29

ＤＶ予防教育の一環として、「若者のため
のＤＶ予防セミナー」を県内の高等学校等
のうち参加を希望した学校に対して実施
する。

「若者のためのＤＶ予防セミナー」に参
加を希望した県内高等学校及び大学
を対象に40回実施した。参加人数は
13,144人。

30

県内15ヵ所の配偶者暴力相談支援セン
ターにおける電話及び面接相談を実施す
るとともに、引き続き女性サポートセン
ター、男女共同参画センターにおいて専
門相談を実施する。

県内15ヵ所の配偶者暴力相談支援セ
ンターにおいて年々多様化するＤＶ被
害者の相談に対応した。また、女性サ
ポートセンター、男女共同参画センター
では、法律相談などの専門相談も実施
した。（総相談件数 21,013件）

31
ＤＶ被害者である女性及び同伴者の安全
確保のため、被害者の状況に応じた一時
保護を実施する。

ＤＶ被害者である女性及び同伴者の状
況に応じ、一時保護を実施した。また
学習指導員を配置し、同伴児童に対す
る学習支援の充実を図った。（一時保
護件数131件）

24

人権に対する正しい理解と認識を深め、
各市町村教育委員会の人権教育推進の
中核として活躍できる資質を養うために、
4回の講座を実施する。なお、平成２７年
度版社会人権教育指導資料（第３３集）
「輝きの明日」に、指導者養成講座におけ
る学習の成果を収録する。

人権に対する正しい理解と認識を深
め、各市町村教育委員会の人権教育
推進の中核として活躍できる資質を養
うために、4回の講座を実施し、平成２
７年度版社会人権教育指導資料（第３
３集）「輝きの明日」に、指導者養成講
座における学習の成果を収録した。
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

ＤＶ職務関係者への研修
354

【男女共同参画課】

150

ＤＶ被害者の生活再建支
援

1,762

【男女共同参画課】

1,255

ＤＶ被害者の身辺保護の
徹底

974
(ストーカー予算含

む)

【（警）子ども女性安全対策課】

663
(ストーカー予算含

む)

児童相談所虐待防止体制
の強化

85,656

【児童家庭課】

71,937

児童相談所専門機能の強
化

14,063

【児童家庭課】

7,315

児童虐待対策関係機関の
強化

2,479

【児童家庭課】
1,366

子ども虐待防止地域力の
強化

9,155

【児童家庭課】

5,753

児童相談所支援システム
の充実

5,008
【児童家庭課】

3,537

社会福祉審議会社会的
養護検討部会の開催

1,900

【児童家庭課】
673

0

0

家庭等における暴力対策
ネットワーク会議の開催
【男女共同参画課】

32

DV相談等を担当する市町村等の職員に
対し研修を行い、適切な支援、対応方法
を身につけさせる。4月、6月、9月に各2回
実施予定

4月から7月に「ＤＶ・児童虐待相談新任
研修（新任・応用）」を4回、9月に「ＤＶ・
児童虐待相談担当者研修（経験者）」
を1回実施した。

33

一時保護を受けたＤＶ被害者が、退所後
に裁判所や役所、病院等へ行く際の同行
や、転宅先での環境整備の手伝い等を民
間支援団体に委託して実施するとともに、
支援にあたるサポーターの資質向上のた
め、研修を実施する。
また、DV被害者の孤立感の解消や生き
方を見直すきっかけづくりのため、自立に
向けた法律や就労など実践的内容の講
座や、被害者への支援者や仲間との出会
いの場を提供する。

一時保護を受けたＤＶ被害者が、退所
後に裁判所や役所、病院等へ行く際の
同行や、転宅先での環境整備の手伝
い等を民間支援団体に委託して実施。
また、支援にあたるサポーターに対す
る研修を実施した。
　コーディネート業務：4件
　同行支援：4回
　研修：1回
ＤＶ被害者の自立に向け、法律や就労
など実践的内容の講座を開催した。
　自立支援講座：8回
　グループワーク：3回

34

○配偶者暴力等の被害者に対し、被害防
止のための助言指導を行うほか、一時保
護のための関係機関への引継ぎを適切
に行い、被害者に対する二次的被害の防
止及び被害者の親族等を含む保護措置
の徹底を図る。

○配偶者暴力等の被害者に対し、被
害を自ら防止するための各種制度の
情報を提供したり、防犯機器等の貸出
を行い、それらを含む防犯指導を、
2,352件実施しました。また、他の都道
府県に関係する事案が発生した場合
には、当該都道府県に共助依頼をし
て、被害者等の二次的被害の防止を
図るなど、保護対策の徹底を推進しま
した。
（平成26年中）

35

児童虐待等電話相談、携帯電話による連
絡体制の整備、保護者不在児童等健康
診断料、児童虐待家庭支援専門員の配
置、一時保護所に心理療法担当職員を配
置、被虐待児等訪問心理療法等事業、被
虐待児等へのグループ指導事業、保護者
へのカウンセリング指導、家族関係支援
事業、ふれあい心の友訪問事業

児童虐待等電話相談、携帯電話によ
る連絡体制の整備、保護者不在児童
等健康診断料、児童虐待家庭支援専
門員の配置、一時保護所に心理療法
担当職員を配置、被虐待児等訪問心
理療法等事業、被虐待児等へのグ
ループ指導事業、保護者へのカウンセ
リング指導、家族関係支援事業

36

アドバイザー養成研修、児童相談所職員
派遣研修、児童相談所専門性強化研修、
児童虐待対応法律アドバイザーの設置、
児童虐待対応専門委員の設置、児童虐
待対応協力医師設置

アドバイザー養成研修(3回）、児童相
談所職員派遣研修、児童相談所専門
性強化研修、児童虐待対応法律アド
バイザーの設置(179回助言)、児童虐
待対応専門委員の設置（54回助言)、
児童虐待対応協力医師設置（47回助
言）

37

児童虐待防止対策担当管理職研修、Ｄ
Ｖ・児童虐待相談職員研修（新任向け、経
験者向け）、母子保健担当者研修、児童
虐待対応地域リーダー養成研修

児童虐待防止対策担当管理職研修(2
回）、ＤＶ・児童虐待相談職員研修（新
任向け4回、経験者向け1回）、母子保
健担当者研修(6回）、児童虐待対応地
域リーダー養成研修

38

児童虐待未然防止のため、オレンジリボ
ンキャンペーンの実施
啓発ステッカー、リーフレット・カードの作
成配布、JR東日本ドア横ポスター

児童虐待未然防止のため、オレンジリ
ボンキャンペーンの実施(県内2か所）
啓発ステッカー、リーフレット・カードの
作成配布(ステッカー2,700部、リーフ
レット140,100部、カード158,700部）、JR
東日本ドア横ポスター（11/3～12/2千
葉以東線）

39

児童相談業務の負担軽減や情報共有の
ため、児童相談所支援システムの運用管
理及びサーバ移行・新財務対応のための
改修を実施する。（通年）

児童相談業務の負担軽減や情報共有
のため、児童相談所支援システムの運
用管理及びサーバ移行・新財務対応
のための改修を実施した。（通年）

40

児童福祉法に基づき、児童虐待の防止及
び社会的養護に関する知事の諮問事項
の審議、被措置児童等虐待の防止等に
関する審議を行う。

児童福祉法に基づき、児童虐待の防
止及び社会的養護に関する知事の諮
問事項の審議、被措置児童等虐待の
防止等に関する審議を行った。

41

家庭等における弱い立場の者に対する暴
力の防止等を図るため、関係機関・団体
による相互の連携強化を図る。9月に１回
実施予定

12月18日に「家庭等における暴力対策
ネットワーク実務者連絡会議」を開催し
た。
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

市町村ＤＶ担当課長会議
の開催

0
【男女共同参画課】

0

645

250

78

31

犯罪被害者等からの相談
等の充実

2,432

【生活安全課】

2,305

民間被害者支援団体への
相談業務委託

4,002

【（警）警務課】

3,953

社会全体で犯罪被害者を
支える意識を醸成するため
の広報活動等の推進

118

【（警）警務課】

106

人権問題講演会やメディア
等による啓発活動

18,148

【健康福祉政策課】

16,074

風俗環境の浄化及び違法
風俗営業店の排除

0

【（警）風俗保安課】

0

人身取引（トラフィッキン
グ）対策

0

【（警）風俗保安課】
0

67

32

フィルタリングの利用促進
に向けた広報・啓発の強化

245
【県民生活・文化課】 178

施策の方向②　性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり

千葉県要保護児童対策協
議会の開催
【児童家庭課】

書店・コンビニエンススト
ア・自動販売機等への立
入調査の実施
【県民生活・文化課】

市町村児童虐待防止ネット
ワーク機能の強化
【児童家庭課】

42

市町村のDV基本計画の策定及び配暴セ
ンター整備にかかる働きかけを行う等の
目的で、ＤＶ担当課長等会議を県内4地域
で開催する。

市町村のDV基本計画の策定及び配暴
センター整備にかかる働きかけを行う
等の目的で、ＤＶ担当課長等会議を県
内4地域で開催した。

43
市町村の要保護児童対策地域協議会等
の機能強化等を図るため、必要に応じ専
門家を派遣する。

市町村の要保護児童対策地域協議会
等の機能強化等を図るため、必要に応
じ専門家を派遣した。(8回派遣）

44 協議会の開催（2回） 協議会の開催（1回）

45
・犯罪被害者支援員養成講座、相談担当
職員研修会、犯罪被害者週間啓発キャン
ペーン等の実施

・犯罪被害者支援員養成講座(延べ9
日間、126名）
・相談担当職員研修会（2日間、60名）
・犯罪被害者週間啓発キャンペーン
（12/7　犯罪被害者週間「千葉県民の
つどい」　開催、参加者406名）

46

○被害者等からの相談対応について、被
害者支援に関し適正かつ確実な活動を
行っている民間被害者支援団体（公益社
団法人千葉犯罪被害者支援センター）に
業務委託するとともに、同センターと連携
し、病院・裁判所等への付き添い支援及
び被害者支援に関する県民への広報啓
発活動等を適切に推進する。

◯公益社団法人千葉犯罪被害者支援
センターに被害者支援業務（電話相談
業務）を委託し、適切な相談対応を図
るとともに、同センターと連携して、カウ
ンセリングや病院・裁判所等への付き
添い支援等を計1,849回実施しました
（公益社団法人千葉犯罪被害者支援
センターでの電話相談件数を含む。）。
（平成26年度中）

47

○社会全体で被害者を支え、被害者も加
害者も出さない街づくりを推進するため、
中・高・大学及び警察署犯罪被害者支援
連絡協議会等において犯罪被害者遺族
等による講演会を開催し、被害者支援に
関する理解と配慮、協力意識の涵養を図
る。

◯県内の中学校、高校及び警察署犯
罪被害者支援連絡協議会において犯
罪被害者遺族等による講演会を開催し
ました。講演回数は17回、聴講者数は
約4,655人であった。
（平成26年度中）

48

差別意識や偏見をもたない「心のバリアフ
リー」を達成するため、講演会・研修会の
主催や、マスメディアの活用等により啓発
を行う。

差別意識や偏見をもたない「心のバリ
アフリー」を達成するため、人権問題講
演会や「ちば・ハートフルヒューマンフェ
スタ2014」の開催、雑誌・新聞への人
権広告掲載、人権啓発ラジオCMの放
送を行った。

49
○違法風俗店等の指導・取締りを推進し、
風俗環境の浄化に努める。

○風俗関係事犯の取締りを実施しまし
た。検挙件数は353件、検挙人数は405
人(うち女性149人）であった。
（平成26年中）

50
○啓発資料等を活用した積極的広報と被
害者の早期保護に努める。

○人身取引事犯の的確な把握、被害
者の保護及び取締りを推進しました。
平成26年中は1件の人身取引事犯を
認知し、警視庁との合同捜査を推進し
ました。

51

条例に基づく携帯電話等販売店、書店、
カラオケボックス、インターネットカフェ等
への立入調査を実施する。
立入調査に係る権限の一部を４市町（千
葉市、銚子市、富津市、夷隅郡大多喜町）
に移譲し、地域における青少年健全育成
の充実を図る。

携帯電話等販売店56、書店54、イン
ターネットカフェ等33、カラオケボックス
49、合計192店舗について立入調査

52
九都県市共同啓発事業として保護者向け
広告を作成する。

ポスター1,000部、
リーフレット35,000部
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

青少年を取り巻く有害環境
の浄化

4,808

【（警）少年課】

4,684

性的被害を中心とした福祉
犯罪の取締り強化

235

【（警）少年課】

115

青少年相談員活動費補助 21,465
【県民生活・文化課】 21,395

1,833

1,508

各地区青少年のつどい
大会の運営

308

【県民生活・文化課】
308

非行防止リーフレットの
作成

714

【県民生活・文化課】

849

学校における非行防止
教室の開催等による非行
防止・立ち直り支援活動の
推進

523

【（警）少年課】

338

91,300

30,548

79

75

交番等の整備による相談
しやすい環境づくり
【（警）地域課】

54
○インターネット利用に起因する児童買
春、児童ポルノ等の児童の性的搾取事犯
の取締りを強化する。

○少年の福祉を害する犯罪の検挙活
動を推進し、検挙件数は382件、検挙
人員は409人、被害児童数は386人で
あった。
（平成26年中）

53
○少年警察ボランティアと連携した有害環
境浄化活動の推進を図る。

○少年警察ボランティア（少年補導員・
少年指導委員）により、有害環境浄化
活動を28回、街頭補導活動を954回、
広報啓発活動を229回実施し、有害環
境の浄化を図りました。
（平成26年度中）

○サイバーボランティアにより、サイ
バーパトロール活動を222回実施し、有
害情報を利用する少年への指導等を
行いました。
（平成26年度中）

60
交番等の建て替えによる施設の整備３か
所

○駐在所の建て替えによる施設整備
を実施し（１か所）、相談しやすい環境
づくりを推進しました。（当初、実施予
定であった他の２か所の建て替えにつ
いては、入札不調のため平成27年度
に実施予定である。）

55 青少年相談員活動費補助
各市町村において計　210,223人の参
加があった。

56

青少年相談員の資質向上を図るため、課
題研修・全体会を行う。
相談員活動が50周年を迎えるため、今年
度は全体会を一部拡大して実施する。

各地区（11地区）の課題研修会 823人
が、相談員活動50周年を記念して全体
会を一部拡大して実施し、1,000人が参
加。

59

○学校における非行防止教室の開催や
少年警察ボランティア等と連携した各種体
験活動など、保護者や関係機関・団体と
連携した非行防止・立ち直り支援活動を
推進する。

○少年の健全な育成を図るため、非行
防止教室を開催しました。開催回数は
372回、聴講児童生徒数は88,147人で
あった。
【内訳】
　小学校　223回　41,401人
　中学校　 99回　26,177人
　高校　 　 37回　16,444人
　その他 　13回　 4,125人

○少年センターにおける補導活動等を
実施し、補導少年総数は293人であっ
た。

○非行少年を生まない社会づくりを推
進するため、支援対象少年79人を選定
し、立ち直り支援活動として、少年警察
ボランティア等と連携した農業体験活
動を3回実施しました。

57 各地区青少年のつどい大会の運営

相談員活動50周年を記念して全県合
同でつどい大会を行い、1,250人が参
加。その他３地区において独自につど
い大会を開催し、894人が参加。

58
新中学生の保護者と新高校生全員に配
布する非行防止リーフレットを作成する。

新高校生向け65,000部
新中学生の保護者向け65,000部

企業向けセミナーでセク
シュアル・ハラスメント対策
の周知
【雇用労働課】

61

企業向けにハラスメント防止セミナーを開
催するとともに、企業の人事労務担当者
や一般県民を対象に、「労働大学講座」の
一科目として、職場のハラスメント対策講
座を実施し、そのなかでセクシャルハラス
メントについても扱う。

企業向けにハラスメント防止セミナーを
開催するとともに企業の人事労務担当
者や一般県民を対象に「労働大学講
座」の一科目として、職場のハラスメン
ト対策講座を実施し、その中でセクシャ
ルハラスメントについても扱った。

青少年相談員の研修会等
の開催
【県民生活・文化課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

504

450

561

442

0

0

インターネット上の違法
情報に関する取締りの強
化

308

【（警）サイバー犯罪対策課】

308

258,236

246,121

教育情報ネットワーク事業
の推進

307,166

【（教）指導課】
305,472

ポジティブ・アクション推進
セミナーの開催

ワーク・ライフバラン
ス・セミナー：施策

コード69の予算に含
む

労働大学講座：施策
コード61と同額

【雇用労働課】 ワーク・ライフバラン
ス・セミナー：施策

コード69の予算に含
む

労働大学講座：施策
コード61と同額

　「安全で安心できるサイバー空間の確
保」に向けた組織の総合力を発揮した対
策の推進
　 ・　サイバー犯罪に対する取締りの強化
　 ・　「サイバー防犯ネットワーク」を活用
した
　　産・学・官が一体となった取組の推進
　 ・　インターネット上の違法有害情報の
排除
　　の推進
　 ・  関係機関と連携した広報啓発活動の
推進

〇警察組織全体の捜査能力の向上を
図り、戦略的な取締りを推進しました。
検挙件数は325件、検挙人員は267人
であった。

〇産・学・官の情報共有を図るための
ネットワークである「サイバー防犯ネッ
トワーク」や各種メディアを活用した広
報啓発活動を実施しました。

○関係機関等と連携したネット安全教
室を869回実施し、ネットリテラシーの
向上に努めました。
（平成26年中）

63

【（教）教育総務課】
【（教）教職員課】

県教育委員会では、セクハラ防止に関す
る要綱の制定、相談員の配置等、セクハ
ラ防止に努めているところであるが、今後
とも職場におけるセクハラを防止し、職員
がその能力を十分発揮できるような良好
な職場環境を確保していく。

・ハラスメント相談窓口の配置（専門の臨
床心理士を配置）

・ハラスメント相談窓口を継続配置し
た。
（専門の臨床心理士を配置）

○警察学校初任科生等に対する学校教
養を実施し、セクハラ防止対策を推進す
る。

○所属において女性職員間や所属長との
意見交換会を実施し、相談しやすい職場
環境づくりに努める。

○県本部にハラスメント防止対策員等
を招集し、ハラスメント防止対策等に関
する研修を実施しました。（実施日：平
成27年3月23日、3月27日、出席者計
95人）

○各所属に対し、県本部ハラスメント
防止対策担当者によるハラスメント防
止教養を実施した。教養実施回数は27
回、受講者数は計約980人であった。

○各所属とも、女性職員意見交換会を
積極的に推進しているほか、県本部ハ
ラスメント防止対策担当者が13所属の
意見交換会に参加し、事例を通じて教
養するなど、相談しやすい職場環境づ
くりに努めました。
（平成26年度中）

【（警）警務課】

62

県職場におけるセクシュアル・
ハラスメントの防止
【総務課】

セクハラ相談業務 セクハラ相談業務

64
普通科の県立高等学校のコンピュータ教
室の校内ＬＡＮサーバの更新や整備を行
う予定。

普通科の県立高等学校のコンピュータ
教室、校内ＬＡＮサーバの更新や整備
を行った。

教育用コンピュータ整備
の推進
【（教）指導課】

65

統合した千葉県学校教育情報ネットワー
クの管理運用及び産業系県立高等学校
の校内ＬＡＮサーバの更新や整備を行っ
ている。

統合した千葉県学校教育情報ネット
ワークの管理運用及び産業系県立高
等学校の校内ＬＡＮサーバの更新や整
備を行った。

目標Ⅱ　男女がともに輝く環境づくり

施策の方向①　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

66

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一環
として企業の人事労務担当者や県民を対
象として、「女性の活躍促進セミナー」を1
回実施予定。
企業の人事労務担当者や一般県民を対
象に、「労働大学講座」の一科目として、
ワーク・ライフ・バランス講座を実施し、そ
のなかで女性の活躍の意義についても扱
う。

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一
環として企業の人事労務担当者や県
民を対象として、「女性の活躍促進セミ
ナー」を1回実施した。
企業の人事労務担当者や一般県民を
対象に、「労働大学講座」の一科目とし
て、ワーク・ライフ・バランス講座を実施
し、そのなかで女性の活躍の意義につ
いても扱った。

基本的な課題４　労働の場における男女共同参画の促進
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

労働相談の実施

8,242

【雇用労働課】

7,608

“社員いきいき！元気な
会社”宣言企業の募集と公
表

280

【雇用労働課】

183

事例発表会（セミナー）の
開催

486

【雇用労働課】

475

農山漁村女性団体ネット
ワークの活動支援

190

【担い手支援課】

189

地域ごとに設置した推進
組織の活動支援

440

【担い手支援課】

512

農山漁村いきいきアドバイ
ザーの活動支援

136

【担い手支援課】

38

経営参画及び女性リー
ダーの育成に向けた研修
会の開催

1,700

【担い手支援課】

1,148

次世代女性農業者育成の
ための研修会の開催

800

【担い手支援課】

680

女性リーダーによる参画推
進活動への支援

134

【担い手支援課】 76

68

子育て中の社員が働きやすい職場づくり
に積極的に取り組んでいる企業を募集
し、県のホームページ等で「“社員いきい
き！元気な会社”宣言企業」として広く紹
介する。

社員の仕事と家庭の両立支援に積極
的に取り組んでいる企業を募集し、県
のホームページ等で「“社員いきいき！
元気な会社”宣言企業」として広く紹介
した。
26年度宣言企業47社公表
延べ570社公表

69

ワーク・ライフ・バランスの有効性や、女性
の活躍促進について普及・啓発を図るた
め、企業の人事労務担当者や県民等を対
象としたセミナーを開催予定。

ワーク・ライフ・バランスの有効性や、
企業における女性の活躍推進につい
て普及・啓発を図るため、企業の人事
担当者を対象としたセミナーを開催し
た。
○ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽｾﾐﾅｰ
社会保険労務士等の専門家の講演、
企業の事例発表を含むセミナーを２回
開催した。
○女性の活躍促進セミナー
女性の活躍促進の施策において、先
進的な団体から講師を招きセミナーを
１回開催した。
○パワハラ対策セミナー
職場のハラスメント対策について、専
門家を講師に招きセミナーを1回開催し
た。

67
専門の相談員が労働問題全般について、
労働問題解決に向け具体的なアドバイス
を行う。

専門の相談員が労働問題全般につい
て、労働問題解決に向け具体的なアド
バイスを行った。
労働相談実施
○一般労働相談（1557人）
○特別労働相談（39人）
　・弁護士による特別労働相談
　・働く人のメンタルヘルス特別労働相
談

70

女性団体ネットワークのリーダー会議を開
催し、県との共催による交流会等を開催
する。また、女性団体ネットワークの構成
団体の活動支援を通し、女性の社会参画
を推進する。

農山漁村女性団体ネットワークの幹事
会であるリーダー会議を3回開催し、会
議の活動方針等を協議した。交流会に
は団体会員のほか関係機関など合計
194名が参加し、女性の社会参画の立
場からみた農林水産施策をテーマとし
た講演、活動事例紹介などで意識の
向上を図った。また、農業委員改選予
定のある27市町村に、女性農業委員
の登用要望書を提出した。

施策の方向②　農林水産業における男女共同参画の促進

県内10農業事務所において農山漁村
男女共同参画地区推進会議を合計13
回、セミナーを11回開催した。セミナー
では、農業委員や団体役員等、地域で
活躍している女性が事例発表や講演
を行い、延べ243名が参加した。

72

アドバイザーの資質向上とアドバイザー
間の情報交換を図るため、県域の研修会
を開催する。また、国、団体等が開催する
研修会等への派遣を行い、資質向上を図
る。

アドバイザーの資質向上のため、県域
の研修会を1月に開催し、48名が参加
して各地区での活動内容の交換等を
行った。また、地区での、関係機関等と
の連携活動を支援した。

71
男女共同参画推進のため、各地域におい
て各種推進会議やセミナー等を開催す
る。

73

パートナーシップ型経営を目指す農業者
に対し、いきいき　アドバイザーや関係機
関等と連携して労働生産性や生産販売管
理能力向上を図るための研修を実施す
る。また、新たな起業家育成や起業家の
レベルアップを図るため、研修を実施す
る。

女性農業者の経営参画促進及び起業
家や起業志向者を対象とした技術向
上研修等を各地区で合計18研修（延べ
29回）開催した。また、労働生産性向
上のための作業環境等に関する研修
会を各地区で合計15回（延べ18回）開
催した。

若手女性農業者を育成するため、各地
域において合計26研修（延べ55回）開
催し、経営参画するために必要な知
識・技術の習得、情報交換等の交流を
支援した。

企画運営能力及び社会参画能力の向上
を図るため、国、団体等が開催する研修
会等に女性農業者等を派遣する。

女性農業者の社会参画を促進するた
め、講演会、フォーラム等12行事（延べ
14回）開催した。

若手女性農業者が共同経営者として経営
に参画できるよう、経営能力及び技術向
上につながる研修を実施する。また、地域
活動等への参画意識を向上させるため、
県域、広域での交流会を開催する。

74

75
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

林業関係女性活動グルー
プの支援

65
【森林課】 35

指導的林業者育成支援

135

【森林課】
110

44

0

46

50

中小企業者及び起業者に
対する融資

190,000,000

【経営支援課】

145,700,000

中小企業者及び起業者に
対する経営相談の実施

23,631

【経営支援課】

22,804

675

598

個別相談の実施
40,000

【雇用労働課】 39,999

就業支援セミナーの開催

施策コード83
の決算に含む

【雇用労働課】
施策コード83

の決算に含む

関連情報の提供
0

【雇用労働課】

0

1,228,872

757,402

働き方ガイドブックの作成
配布

0

【雇用労働課】
0

76

77

78

林業女性グループによる、地域活動・生
産活動等を支援する。（林業普及指導事
業の一部）

2グループの作品づくりや研修等の活
動について指導等の支援を行った。

林業経営に関して他の模範となるような
知識・技術を持ち、他の林業後継者の指
導にも意欲のある女性を指導林家・林業
士として認定する。また、林業技術の普及
及び林業の向上のための支援を行う。
（林業普及指導事業の一部）

林業女性グループに対し、林業技術に
関する知識・技術の向上のための支援
を行った。

金融機関、千葉県信用保証協会、商工会
議所、商工会、中小企業団体中央会等の
関係機関と連携して随時実施。
　施策実施にあたって県民だよりや千葉
日報、ラジオＣＭを活用した定期的な広報
を行う。

全国女性漁業士交流会への参加支援（1
回）

男女共同参画研修会を開催（1回）
男女共同参画研修会を開催した（1
回）。

女性漁業士交流会へ女性漁業士1名
が参加することに支援した（1回）。

融資実績は、27,750件（前年比98.8%）、
262,484百万円（前年比100.2%）であっ
た。

施策の方向③　自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援

79

80

女性漁業者の資質向上を
図るための活動支援
【水産課】

漁村女性の起業・家族経
営協定締結に向けての研
修会の開催
【水産課】

中小企業者及び起業者に対する経営
相談の場として、
窓口相談等事業　2,758件
専門家派遣事業　　506日行った。

チャレンジ企業支援センターにおいて、中
小企業者が抱える経営上の課題等の解
決のためのセミナーを開催する。
（経営革新＆BCPセミナー2回、創業セミ
ナー1回予定）

創業セミナーを1回実施。経営革新セミ
ナー及びBCP（事業継続計画）セミ
ナーを2回合同開催、ＢＣＰ特別セミ
ナーを1回開催した。

83
千葉県ジョブサポートセンター事業の一環
として女性の再就職相談を実施する。

千葉県ジョブサポートセンター事業の
一環として女性の再就職相談を実施し
た。

84

千葉県ジョブサポートセンター事業の一環
として、男女共同参画センターにおいて託
児付きの子育てお母さん再就職支援セミ
ナーを6回実施するほか、市町村との共催
で10回実施予定。

千葉県ジョブサポートセンター事業の
一環として、男女共同参画センターに
おいて託児付きの子育てお母さん再就
職支援セミナーを6回実施したほか、市
町村との共催で13回実施した。

施策の方向④　再就職希望者に対する支援

81

82

チャレンジ企業支援センターにおいて、公
認会計士、中小企業診断士等の専門家
及び職員による指導、助言を行う窓口相
談を実施するとともに、経営課題解決のた
めに民間専門家を派遣する事業を実施す
る。

85
平成25年度にリニューアルした「チャレン
ジママの再就職支援ガイド」の配布とちば
女性チャレンジサイトの充実を予定。

「チャレンジママの再就職支援ガイド」
を配布し、「働きたい女性のための応
援サイト」を公開した。

86
離職者等を対象とした職業訓練コース200
コース　定員4290人

離職者等を対象とした職業訓練コース
199コース　3481人

87
平成25年度にリニューアルした「チャレン
ジママの再就職支援ガイド」の内容を更新
して作成配布する予定。

シニア及びママ向けの働き方ガイド
ブックを配布した。

離職者等を対象とした
職業訓練
【産業人材課】

施策の方向⑤　多様な働き方に対する支援

中小企業者及び起業者に
対する創業、経営革新、事
業継続計画及びITセミナー
の開催【経営支援課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

内職求人情報の提供
0

【雇用労働課】

0

0

0

個別相談の実施
施策コード83の

予算に含む

【雇用労働課】
施策コード83の

予算に含む

就業支援セミナーの開催

施策コード83の
予算に含む

【雇用労働課】
施策コード83の

予算に含む

関連情報の提供
0

【雇用労働課】
0

普及セミナーの開催

施策コード69の
予算に含む

【雇用労働課】

施策コード69の
予算に含む

両立支援アドバイザーの
企業派遣

160
【雇用労働課】

152

“社員いきいき！元気な会
社”宣言企業の募集・公表

280

【雇用労働課】

183

0

0

88

事業所からの内職求人情報のＷｅｂペー
ジ掲載申込みを受けて、情報を掲載する
とともに電話等の問合わせに対し情報を
提供する。

事業所からの内職求人情報のＷｅｂ
ページ掲載申込みを受けて、情報を掲
載するとともに電話等の問合わせに対
し情報を提供した。

89
ちば女性チャレンジサイトにおいて、市町
村の協力を得ながら、地域情報の充実を
図る。

ちば女性チャレンジサイトに代わる新
規サイト「働きたい女性のための応援
サイト」を公開し、求職活動を始める準
備段階の女性に向け、情報提供を行っ
た。

90

千葉県ジョブサポートセンター事業の一環
としてシニアの再就職相談に応じる。市町
村等との共催による出張相談も実施予
定。

千葉県ジョブサポートセンター事業の
一環としてシニアの再就職相談に応じ
た。また、出張相談も実施した。

ちば女性チャレンジサイト
による情報提供
【雇用労働課】

91

千葉県ジョブサポートセンター事業の一環
として市町村等と共催で中高年向け再就
職支援セミナーを13回開催する。シニア
の多様な働き方をテーマにしたセミナーも
4回開催予定。

千葉県ジョブサポートセンター事業の
一環として市町村等と共催で中高年向
けの再就職セミナーを12回開催した。
また、シニアの多様な働き方をテーマ
にしたセミナーは4回開催した。

92

平成22年度に作成したシニアの働き方ガ
イドブックの配布と市町村等の協力を得な
がら、シニア向けホームページの充実を
図る。

シニアの働き方ガイドブックの配布と市
町村等の協力を得ながら、シニア向け
ホームページで情報提供を行った。

93 ○

ワーク・ライフ・バランスの有効性や、女性
の活躍促進について普及・啓発を図るた
め、企業の人事労務担当者や県民等を対
象としたセミナーを開催予定。

ワーク・ライフ・バランスの有効性や、
企業における女性の活躍推進につい
て普及・啓発を図るため、企業の人事
担当者を対象としたセミナーを開催し
た。
○ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽｾﾐﾅｰ
社会保険労務士等の専門家の講演、
企業の事例発表を含むセミナーを２回
開催した。
○女性の活躍促進セミナー
女性の活躍促進の施策において、先
進的な団体から講師を招きセミナーを
１回開催した。
○パワハラ対策セミナー
職場のハラスメント対策について、専
門家を講師に招きセミナーを1回開催し
た。

基本的な課題５　ライフステージに応じた仕事と生活の調和の促進

施策の方向①　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

94 ○
企業に対する指導や助言・講演等を行う
ため、県が養成した両立支援アドバイ
ザーを派遣する。

企業に対する指導や助言・講演等を行
うため、県が養成した両立支援アドバ
イザーを派遣した。
助言・セミナー：8社（のべ9回）派遣

95 ○

子育て中の社員が働きやすい職場づくり
に積極的に取り組んでいる企業を募集
し、県のホームページ等で「“社員いきい
き！元気な会社”宣言企業」として広く紹
介する。

社員の仕事と家庭の両立支援に積極
的に取り組んでいる企業を募集し、県
のホームページ等で「“社員いきいき！
元気な会社”宣言企業」として広く紹介
した。
26年度宣言企業47社公表
延べ570社公表

96 ○

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一環
として、企業の人事労務担当者や県民を
対象としたセミナーを実施し、改正育児介
護休業法の周知を図る予定。

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一
環として、企業の人事労務担当者や県
民を対象に、千葉労働局から改正育児
介護休業法等の周知を図った。

企業向けセミナーにおける
改正育児・介護休業法の
周知徹底
【雇用労働課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

0

0

0

0

0

0

幼稚園における預かり保
育の推進

238,000

【学事課】
264,946

保育所施設整備の助成
5,478,000

【児童家庭課】 3,522,470

保育士拡充への助成
350,000

【児童家庭課】 298,480

放課後児童クラブの助成 1,537,000
【児童家庭課】 1,441,939

子どもの医療費助成の
充実

6,700,000

【児童家庭課】

5,854,945

障害児・者やその家族に対
する支援

48,000

【障害福祉課】

47,983

全国安全週間の実施の
広報

0

【雇用労働課】

0

97

98 ○

学校法人立等の幼稚園において、教育時
間の前後や休業期間中（土日祝・長期休
業中）に園児を幼稚園内ですごさせる「預
かり保育」に係る人件費を補助する。

通常日預かり保育に対する人件費の
補助・・・289園へ計228,372千円
長期休業日等預かり保育に対する補
助・・・228園へ計36,574千円
合計289園へ264,946千円を交付

99 ○
待機児童の早期解消を図り、誰でも安心
して子育てができる環境づくりを推進する
ため、保育所の施設整備を促進する。

103施設4,273人の定員増を図ることが
でき、子育て家庭の支援をしたところで
ある。

施策の方向②　子育て・介護への支援

○ 県職場における男性職員
の育児参加の促進

【総務課】

 研修や庁内ホームページ等を活用し、制
度の周知と意識改革を進め、男性の育児
に関係する休業・休暇を取得しやすい職
場環境づくりに努める。

新規採用職員研修や庁内「子育て応
援ホームページ」等による制度周知
や、育児休業を取得した男性職員によ
る「体験談セミナー」の開催等を行っ
た。

【（教）教育総務課】

○

　県教育委員会における男性職員の育児
参加を促進するため、制度の周知徹底と
育児参加の意識向上により一層努める。
  子が生まれることが判明した男性職員に
対し、所属から制度について説明を行う。

会議や研修会等の場を活用し制度説
明をしたほか、出産のある男性職員に
は所属で制度説明をするよう呼びか
け、男性職員の育児休業制度につい
て周知を図った。

○

【（警）警務課】

○継続的に子育て支援に関する各種制
度を県警ポータルサイト内に掲示するな
どし、職員への周知徹底を図る。

○県警職員用に、子育て支援に係る
休暇制度を記載した一覧表や、具体的
事例などを交えて休暇制度をよりわか
りやすく紹介する「ファミリーサポート
ニュース」を発行し、県警ポータルサイ
ト内に掲示しています。

○全所属の男性幹部を対象とした研
修を実施し、男性職員の育児参加に関
する教養を実施しました。（実施日：平
成27年2月2日、出席者160人）
（平成26年度中）

100 ○
次代を担う子どもたちがすこやかに育成さ
れるよう、今後も継続して多様な保育ニー
ズに対応する予定である。

児童にとっては、人格形成の基礎を培
う重要な時期であることから国の基準
を超えて保育士を配置し、すこやかな
成長に寄与した。

101 ○ 51市町村　679クラブ 51市町村　670クラブ

102 ○

子どもの保健対策の充実及び保護者の
経済的負担の軽減を図るため、子どもの
疾病に係る医療費について、市町村が行
う医療費助成に要する経費を助成する。
・助成対象
入院：中学校3年生まで
通院：小学校3年生まで
・自己負担　入院1日、通院1回につき300
円
・所得制限　児童手当に準拠
・支給方法　現物給付

給付実績
・延べ件数　7,369,853件
・延べ日数　10,808,284日
（県基準）入院：中学校3年生まで、通
院：小学校3年生まで
・所得制限　児童手当に準拠

103 ○
発達障害者支援センターにて、発達障害
児（者）、家族からの相談に応じ、助言や
関係機関との調整を行う。

発達障害者支援センターにて、発達障
害児（者）、家族からの相談に応じ、助
言や関係機関との調整を行った。(延
べ支援件数2,594件)

104

全国安全週間に合わせて市町村及び県
の関係機関に趣旨の周知と広報の協力
を依頼する。
千葉県産業安全衛生会議の関係機関と
協力して広報している。

全国安全週間に合わせて市町村及び
県の関係機関に趣旨の周知と広報の
協力を依頼を行った。
千葉県産業安全衛生会議の関係機関
と協力して広報を行った。

施策の方向③　働く男女の健康確保のための環境整備
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

労働安全衛生に係る意識
高揚の促進

0

【雇用労働課】

0

働く人のメンタルヘルス
特別相談の実施

施策コード67
の予算に含む

【雇用労働課】 施策コード67
の予算に含む

関係機関と連携した自殺
対策のための体制整備

2,179

【健康づくり支援課】

1,467

子育て支援講座、親子講
座の開催

33

【（教）生涯学習課】

33

千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実

2,108

【男女共同参画課】

1,446

ちばＮＰＯ月間（11/23～
12/23）の実施

2,521

【県民生活・文化課】

1,193

ホームページ、ニュースレ
ター（月刊誌）、メールマガ
ジンを活用した広報啓発

310

【県民生活・文化課】

0

県民ＮＰＯ講座・出前説明
会の開催

0

【県民生活・文化課】

0

「民が民を支える地域資源
循環システム」の普及促進

0

【県民生活・文化課】

0

施策の方向⑤　地域活動における男女共同参画の促進

105

全国労働衛生週間に合わせて市町村及
び県の関係機関に趣旨の周知と広報の
協力を依頼する。千葉県産業安全衛生会
議の関係機関と協力して活動している。

全国労働衛生週間に合わせて市町村
及び県の関係機関に趣旨の周知と広
報の協力を依頼した。
千葉県産業安全衛生会議の関係機関
と協力して周知徹底を図った。

106
労働者の不安やストレスなどの心の健康
に関する相談に、メンタルヘルスの専門
家が対応する。

労働者の不安やストレスなどの心の健
康に関する相談に、メンタルヘルスの
専門家が対応した。（相談件数１９件）

107

・連絡会議等自殺対策推進事業
　自殺対策連絡会議を開催し、計画の進
捗状況や各団体の取組状況等について
協議する。
・うつ病等の早期発見・早期治療のための
研修及び相談支援に当たる人材の育成
事業
　県医師会に一般診療科医師に対するう
つ病等の研修を委託するほか、保健所、
市町村、各機関の相談対応者への研修を
実施する。

・連絡会議等自殺対策推進事業
　自殺対策連絡会議を開催し、計画の
進捗状況や各団体の取組状況等につ
いて協議した。
・うつ病等の早期発見・早期治療のた
めの研修事業
　県医師会に一般診療科医師に対す
るうつ病等の研修を委託して開催し
た。

108

さわやかちば県民プラザで３講座４５回開
催予定。
内訳
「子育て広場すくすく」２４回
「おはなし夢空間」１１回
「子ども科学教室」１０回

さわやかちば県民プラザで３講座４５回
実施した。
内訳
「子育て広場すくすく」２４回
「おはなし夢空間」１１回
「子ども科学教室」１０回

施策の方向④　家庭生活における男女共同参画の促進

109 ○

各市町村で活躍する地域推進員を増や
す。
・地域推進設置市町村数：
42市町村　69名(H26.4.25現在)
・県内6地域で推進員の企画によるフォー
ラム等を実施予定　12事業程度

・地域推進員設置市町村数：
42市町村　67名(H27.3.31)
・県内6地域で地域推進員によるフォー
ラム等を実施。12事業　参加者1,212名

110 ○

ＮＰＯ・ボランティア活動に対する県民の
理解と参加を促進するため、ＮＰＯ法施行
日である１２月１日の前後１カ月（11/23～
12/23）を「ちば県民活動PR月間」とし、県
民にＮＰＯ・ボランティア活動を知ってもら
い、活動への参加につながるようなイベン
トを実施する。

①ちば県民活動フェスティバル2014の
開催、参加者：2,135人
②ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事とし
て「ちば県民活動ＰＲ月間」期間中に開
催される市町村・市民活動団体の普及
啓発イベントに広報支援を行った。
　賛同市町村・市民活動団体（18市町
村・6団体）、参加者　約89,913人

111 ○
ホームページ、メールマガジンを活用した
広報啓発

・ニュースレター年12回発行。
・メールマガジン年26回配信。

112 ○

県民や県内の市町村、企業、団体などが
主催する研修会等に対して県職員が赴
き、ＮＰＯやボランティアなどの県民活動
に関する基礎知識、活動状況、法制度な
どについて説明することにより、県民活動
の普及・啓発を図る。

年間23件開催、参加者合計954人
（内訳）
NPO法人設立関係　　8件（3件が設
立）
NPOの基礎知識など　15件

113 ○
民が民を支える仕組みの周知や活用促
進を図る。

平成２４年度に実施した県民活動促進
事業により構築したウェブサイト等を活
用するため、サイト等の使用を希望す
る団体に使用を許諾することで、民が
民を支える仕組みの普及継続を図っ
た。
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

地域づくり情報広場におけ
る情報提供

0

【政策企画課】
0

団塊の世代や高齢者等の
地域活動への参画支援

0

【高齢者福祉課】

0

観光人材の育成支援

2,276

【観光企画課】

1,706

商店街リーダーの育成支
援

1,700

【経営支援課】

1,396

男女共同参画の視点に
立った地域の防災対策の
促進

0

【防災政策課】

0

災害対策コーディネーター
の養成・活動支援

1,000

【防災政策課】

995

県が設置する審議会等へ
の女性登用促進

0

【男女共同参画課】

0

県の女性人材リストの充実

2,224

【男女共同参画課】

2,259

114 ○
インターネットを通じて、各地域で活動して
いる地域づくり団体の特色ある取組を中
心に地域活動等の情報提供を行う。

地域づくり情報広場に、特色ある地域
活動団体を247組掲載した。また、本サ
イトへの平成２６年度中のアクセス件
数は89,465件となった。

115 ○

○学習について、地域活動に係る内容を
主に行う
○指定管理者による運営協議会に出席
し、管理運営について連携を図る。
○指定管理者、市町村による市町村連絡
会議の開催により、情報共有を図る。
○各学園にコーディネーターを配置し、卒
業生の地域活動の参加を支援する。
○各学園に卒業生団体を組織化するよう
努めた。

○学習について、地域活動に係る内容
を主に行った。
○指定管理者による運営協議会に出
席し、管理運営について連携を図っ
た。
○指定管理者、市町村による市町村
連絡会議の開催により、情報共有を
図った。
○各学園にコーディネーターを配置し、
卒業生の地域活動の参加を支援した。
○各学園に卒業生団体を組織化する
よう努めた

116 ○

観光魅力の増大やリピーター、滞在時間
の増加により地域の活性化を図っていくた
め、地域観光の担い手である「観光人材」
の育成を目的として、実践型講座を開催
する予定。

講座の受講者が地域特性を活かした
観光連携の指針としてすぐにでも地元
連携活動を起こせるような実践的な
「観光人材育成支援講座」を実施しまし
た。
【全体会議（全2回66名）、分科会（3地
域各1回69名）、県外視察（全1回8名）】

117 ○

若手商業者の育成を目的とした講座「商
い未来塾」の実施及び塾修了者による
「商い倶楽部」の実施により、商業者相互
のネットワークづくりを推進する取組に対
し補助する。

若手商業者の育成を目的とした講座
「商い未来塾」を１０回実施。また塾修
了者による「商い倶楽部」を実施し、商
業者相互のネットワークづくりを推進し
た。

118 ○

国が平成２５年８月に策定した「避難行動
要支援者の避難行動支援に関する取組
指針」の内容等を踏まえ、関係課等の意
見を聞きながら、所要の見直しを行う。

国が平成２５年８月に策定した「避難行
動要支援者の避難行動支援に関する
取組指針」の内容等を踏まえ、「災害
時要援護者避難支援の手引き」及び
「災害時における避難所運営の手引
き」について、所要の見直しを検討し
た。

119 ○

①災害対策コーディネーター養成事業
　災害発生時における、ボランティア組織
のリーダーとなる人材を育成するため、災
害対策コーディネーターを養成するため
の講習会を開催する。
②災害対策コーディネータースキルアップ
事業
　広域的な連携・協力関係を築き、全体的
なレベルを底上げするため、専門的な講
座の開催や具体的な取組事例発表など
により、より実践的な防災知識の習得を
目指す。

①災害対策コーディネーター養成事業
　県事業として船橋市内で１回、市町
村事業として３回（市原市、袖ケ浦市、
千葉市）開催し、１９４人が新たに災害
対策コーディネーターとして登録者さ
れ、うち女性登録者は３１人であった。
②災害対策コーディネータースキル
アップ事業
　　災害対策コーディネーター登録者を
対象に千葉市内で開催し、６８人の受
講者のうち女性受講者は１６人であっ
た。

120 ○

・委員の改選にあたって、事前協議を実施
し、女性の登用を働きかける。
・意識を高めるため、個々の審議会等毎
の女性の登用状況、並びに女性登用率
の低い理由を県ＨＰで公表する。

・個々の審議会等の状況に応じた事前
協議を実施した（48件）
・改選4カ月前を目途に女性登用を促
すための通知文書を送付する他、女性
人材リストの活用を促すなどの働きか
けを実施した。また、個々の審議会等
毎の女性の登用状況等を県ＨＰで公表
した。

基本的な課題６　政策・方針決定過程における男女共同参画の促進

施策の方向①　政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

121 ○

県の審議会委員の改選時において、女性
人材リストの積極的な活用を働きかける。
大学等に情報提供を依頼し、女性人材リ
ストの充実を図る。

県の審議会委員の改選時女性人材リ
ストの利用を働きかけ、積極的に情報
を提供した。
（掲載者数361人）
大学に向けて、人材情報の提供を依
頼し、女性人材リストの充実を図った。
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

0

0

女性教職員の役付登用の
促進

0

【（教）教職員課】

0

女性警察職員の役付登用
の促進

0

【（警）警務課】

0

30

27

ポジティブ・アクション推進
セミナーの開催

ワーク・ライフバラン
ス・セミナー：施策

コード69の予算に含
む

労働大学講座：施策
コード61と同額

【雇用労働課】 ワーク・ライフバラン
ス・セミナー：施策

コード69の予算に含
む

労働大学講座：施策
コード61と同額

農山漁村女性団体ネット
ワークの活動支援

190

【担い手支援課】

189

地域ごとに設置した
推進組織の活動支援

440

【担い手支援課】

512

農山漁村いきいきアドバイ
ザーの活動支援

136

【担い手支援課】

38

122 ○
平成２６年度においても、女性職員の積
極的な登用を促進する。

平成２７年４月の定期人事異動におい
て、役付職員に占める女性の割合は２
５．６%となり、昨年度より０．９ポイント
増加した。

123 ○

　県の施策を積極的に展開するため，職
員の意欲・能力等を十分考慮に入れた適
材適所の配置を基本に，男女区別のない
登用を促進する。
　　また，研修による意識改革や人材開発
に引き続き努めるとともに，管理職候補と
なる主幹教諭を含めた主任層への女性職
員の積極的な登用について，校長会等を
通じて伝えていく。

　校長・副校長・教頭の女性登用数
は，平成２４年度３５７名，平成２５年度
３６１名，平成２６年度３７７名と毎年増
加してきている。平成２６年度の割合は
13.1％で前年比0.7ポイント増となり，全
国平均15.2％に徐々に近づいてきてい
る。
　平成２６年度末に主幹教諭として３３
名の女性職員が配置され，今後の学
校運営の関わりに大きな期待が寄せら
れる。

124 ○
○男女同一の昇任試験を実施し、幹部へ
の登用を図る。

○平成27年4月1日現在
　女性幹部　333人（産休・育休含む。）

○女性職員の昇任意欲を醸成するた
め、各所属に対する教養を実施した。
教養実施回数は15回、受講人数は約
710人であった。

○昇任時の県警察学校における研修
は、子育て等の一定の事由がある者
については通学制を実施しています。
（平成26年度中）

125 ○

労働の場における男女共同参画の促進
のため、進んだ取り組みを行っている事業
所を公募により募集、選考委員会の選考
を経て知事が決定し表彰する。

２社を千葉県知事賞、４社を奨励賞とし
て表彰。（知事賞を受賞した企業は、
平成２７年度千葉県男女共同参画推
進連携会議産業部会に於いて取組発
表を行う予定）

126 ○

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一環
として企業の人事労務担当者や県民を対
象として、「女性の活躍促進セミナー」を1
回実施予定。
企業の人事労務担当者や一般県民を対
象に、「労働大学講座」の一科目として、
ワーク・ライフ・バランス講座を実施し、そ
のなかで女性の活躍の意義についても扱
う。

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」の一
環として、男女共同参画課との共催で
「女性の活躍促進セミナー」を1回開催
した。
　企業の人事労務担当者や一般県民
を対象に、「労働大学講座」の一科目と
して、ワーク・ライフ・バランス講座を実
施し、そのなかで女性の両立支援につ
いても扱った。

男女共同参画に積極的に
取り組んでいる
事業所の表彰
【男女共同参画課】

127 ○

女性団体ネットワークのリーダー会議を開
催し、県との共催による交流会等を開催
する。また、女性団体ネットワークの構成
団体の活動支援を通し、女性の社会参画
を推進する。

農山漁村女性団体ネットワークのリー
ダー会議を3回開催し、会議の活動方
針、県との共催による交流会の内容等
を協議した。交流会には団体会員のほ
か関係機関、農業高校の生徒など合
計194名が参加し、女性の社会参画の
立場からみた農林水産施策をテーマと
した講演や、活動事例紹介などで会員
の意識醸成を図った。また、農業委員
改選予定のある27市町村に、女性農
業委員の登用要望書を提出した。

128 ○
男女共同参画推進のため、各地域におい
て各種推進会議やセミナー等を開催す
る。

県内10農業事務所において地区推進
会議を合計13回、セミナーを11回開催
した。セミナーでは、農業委員や団体
役員等、地域で活躍している女性が事
例発表や講演を行い、延べ243名が参
加した。

129 ○

アドバイザーの資質向上とアドバイザー
間の情報交換を図るため、県域の研修会
を開催する。また、国、団体等が開催する
研修会等への派遣を行い、資質向上を図
る。

アドバイザーの資質向上のため、県域
の研修会を1月に開催し、48名が参加
して各地区での活動内容の交換等を
行った。また、地区での、関係機関等と
の連携活動を支援した。

女性職員の役付登用の
促進
【総務課、関係各課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

女性農業委員等の登用
促進

0

【農地・農村振興課
団体指導課】

0

自己啓発・人材養成セミ
ナーの開催

308

【男女共同参画課】
280

1,615

生涯を通じた健康づくりへ
の支援

1,170

【健康づくり支援課】

926

750

1,147

851

専門医師等による
個別相談の実施

819

【児童家庭課】

284

思春期ピア・エデュケーショ
ンの推進
【児童家庭課】

131

男女共同参画センターで各種講座を開催
する中で、自己開発・人材養成のための
セミナーを1セミナー開催する。
○人材養成セミナー
・女性リーダー養成講座

○人材養成セミナー
・女性リーダー養成講座（全5回）
7/24～12/11、45名（延べ人数）

●

130 ○

農業委員会選挙実施予定の市町村長等
への要請や各種会議において、女性の地
域社会への一層の参画を図るために女性
委員登用は不可欠であることを周知する
等、関係団体と連携し、女性農業委員登
用の機運を高める。
また、農業協同組合の女性役員の登用に
ついて、各種会議や千葉県農業協同組合
中央会を通じて要請していく。

農業委員会選挙の実施予定市町村の
うち１７市町村長・市町村議会議長に
対し女性農業委員の登用について要
請や各種会議での周知等を行った。
農業協同組合の女性役員の登用につ
いて、検査やヒアリング等において要
請を行った。

132

・特定健診・特定保健指導実施のための
人材育成研修を８回実施予定。
・25年度開催のヘルシー料理コンテスト入
賞作品を掲載したレシピ集を作成し、ボラ
ンティア団体等による食生活改善活動の
中での活用や、県内飲食店等での情報発
信を行い、食を通じた環境の整備を促進
させる。

・特定健診・特定保健指導実施のため
の人材育成研修を９回実施した。
・企業等と連携して実施した「カンタン!!
野菜たっぷり!!ヘルシー料理コンテスト」
の入賞作品レシピをボランティア団体
や県内飲食店等へ配付し、野菜摂取
量の増加とよりよい生活習慣の実践に
向けた情報発信を行った。（配付数計
52,000部）

・健康相談（男性・女性）
・健康教室
・保健・医療従事者等研修会

・健康相談
（男性186人・女性307人）
・健康教室(21回）1,644人
・保健・医療従事者等研修会 5回、229
人

健康ちば推進県民大会を千葉市内の会
場で実施予定。

健康ちば推進県民大会を千葉市生涯
学習センターで実施した。（参加者：270
人）

目標Ⅲ　男女がともにいたわり合い、健やかに暮らせる社会づくり
基本的な課題７　生涯を通じた健康づくりの促進

施策の方向①　生涯を通じた男女の健康支援の促進

施策の方向②　女性の能力発揮への支援

県健康福祉センター（保健所）において、
思春期保健対策を推進する関係者による
情報共有や研修、支援体制の構築を行う
連携会議等を実施する。

5センター
9回　延214人

136

健康福祉センターにおいて、若者に年齢
が近い身近な先輩の立場で悩みを共有し
ながら正しい知識を伝達するピア・エデュ
ケーターを養成し、高校生等の健康教育
の場でピアエデュケーション活動を行う。

未実施

133

県健康福祉センター（保健所）において、
慢性疾患等にかかっていることにより、長
期にわたり療養を必要とする児童に対し、
医療や日常生活上の相談を実施する。
・実施場所　県内4健康福祉センター
・内容　アレルギー相談、低身長相談、発
達相談等

2センター
18回　延62人

1,908
（134～137
の決算計）

2,710
（134～137
の予算計）

137 実施予定なし 未実施

134

県健康福祉センター（保健所）において、
思春期にある子どもや保護者、学校関係
者を対象とした喫煙防止等の健康教育を
実施する。

10センター
46回　延4,356人

135

思春期健康教育スキル
アップセミナーの開催
【児童家庭課】

喫煙防止等の健康教育の
実施
【児童家庭課】

思春期保健対策を推進す
る関係者による連携会議
等の開催
【児童家庭課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

講師による保健室経営の
全体研修の開催

113

【（教）学校安全保健課】

100

事例研究による班別協議
の実施

20

【（教）学校安全保健課】

16

総合的な自殺対策の推進

108,294

【健康づくり支援課】

85,597

総合的ながん対策の推進

188,574

【健康づくり支援課】

186,596

青少年を中心とした講習会
の開催

1,720

【疾病対策課】

1,150

保健所及び休日街頭検査
の実施

17,487

【疾病対策課】
10,728

情報誌の発行
210

【疾病対策課】
186

県立病院における女性
専用外来の実施

2,150
【病院局　経営管理課】

2,118

不正大麻けし撲滅運動
0

【薬務課】
0

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
1,888

【薬務課】

1,432

2,227

1,706

140 ●

・利用しやすい相談窓口の開設
　夜間や休日に対面相談を受けることが
できる窓口を船橋駅前に開設する。
・自殺対策普及啓発事業委託
　自殺防止の啓発を図るため、交通機関
等にポスターを掲示するほか、啓発品や
パンフレット等を作成配布する。
・自殺対策緊急強化基金補助金
　市町村及び民間団体が行う啓発、相談
事業に対して補助金を交付する。

・利用しやすい相談窓口の開設
　夜間や休日に対面相談を受けること
ができる窓口を船橋駅前に開設した。
・自殺対策普及啓発事業委託
　自殺防止の啓発を図るため、交通機
関等にポスターを掲示するほか、啓発
品やパンフレット等を作成配布した。
・相談支援に当たる人材の育成事業
　保健所、市町村、各機関の相談対応
者への研修を実施した。
・自殺対策緊急強化基金補助金
　市町村及び民間団体が行う啓発、相
談事業に対して補助金を交付した。

138

７月２５日「養護教諭が行う健康相談活
動」を開催予定。１２月３日「事例研究協
議」を開催予定。参加者は養護教諭１００
名の予定。

７月２５日千葉県教育会館にて「保健
室相談活動研修会」の第一回として開
催した。参加者は養護教諭９８名。事
業の効果により、家庭や地域における
女性・男性の役割などにも変化を与え
ている。

139

７月２５日「養護教諭が行う健康相談活
動」を開催予定。１２月３日「事例研究協
議」を開催予定。参加者は養護教諭１００
名の予定。

１２月３日県総合教育センターにて「保
健室相談活動研修会」第二回として実
施した。参加者は養護教諭８４名。事
業の効果により、家庭や地域における
女性・男性の役割などにも変化を与え
ている。

141 ●

がん対策に係る普及啓発を中心に県民、
医療・福祉関係者、民間企業、行政が協
力しながら、総合的・計画的にがん対策を
推進する。
・がん予防展2回　・がん講演会２回
・がん検診推進員育成講習会6回
・乳がん啓発ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ2回等

がん対策に係る普及啓発を中心に県
民、医療・福祉関係者、民間企業、行
政が協力しながら、総合的・計画的に
がん対策を推進した。
・がん予防展2回（延べ10,743人来場）
・がん講演会2回（546人参加）
・がん検診推進員育成講習会6 回(253
名受講）
・乳がん啓発ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ2回等

142

保健所において、エイズ予防・性感染症
等に関する講習会を開催し、正しい知識
の普及を図る。
26年度は85回開催予定

講習会 68回
開催受講者9,022人
資料 13,246部配布

143

保健所において、月に1～2回の頻度で、
日中検査（13保健所）、夜間検査（9保健
所）を実施。また、休日に街頭HIV検査を
実施（平成26年度は4回実施予定）

保健所総検査数3,174件うち陽性5件
休日街頭検査　年4回実施

144

各保健所、各市町村、各医療機関、県関
係課、教育機関（小・中・高・大学）、日赤
に対し、エイズ予防啓発・HIV抗体検査・エ
イズ相談に関する広報を実施。平成26年
度は2回発行予定（各3,000部）

エイズ情報No.76,77について各3,000部
配布

145
佐原病院において女性専用外来診療を
実施する。

女性専用外来として、佐原病院におい
て43人の受診があった。

146

5月1日から6月30日の運動期間に合わ
せ、ベイFMや報道発表を行うことによる広
報活動とポスター掲示、リーフレット配布
による啓発活動を行う。

5月1日から6月30日の運動期間に合わ
せ、ベイFMや報道発表を行うことによ
る広報活動とポスター掲示、リーフレッ
ト配布による啓発活動を行った。

147

6月20日から7月19日の運動期間に合わ
せ、6月26日のそごう千葉店前キャンペー
ンを初め県内各地において啓発活動を行
う。

6月20日から7月19日の運動期間に合
わせ、6月26日のそごう千葉店前を初
め県内各地において啓発活動を行っ
た。

148
10月から11月の運動期間に合わせ、薬物
乱用防止功労者表彰式及び講習会を行う
予定。

10月から11月の運動期間に合わせ、
薬物濫用防止功労者表彰式及び講習
会を行った。

麻薬覚せい剤乱用防止運
動【薬務課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

781

721

薬物乱用防止教育研修会
の開催

0

【（教）学校安全保健課】

0

薬物乱用防止標語の募集
50

【（教）学校安全保健課】 35

薬物事犯に対する取締り
強化

0

【（警）薬物銃器対策課】

0

若年層を重点とした広報啓
発活動の推進

0

【（警）薬物銃器対策課】

0

エイズリーフレットの作成・
配布

0
【（教）学校安全保健課】 0

性教育研修会の実施

0

【（教）学校安全保健課】

0

母子保健推進協議会、母
子保健運営協議会の開催
【児童家庭課】

5,047
（156～157
の予算計）

149
2月の強化月間にりーフレットの家庭回覧
や薬物乱用問題関係機関会議の開催を
予定している

2月の強化月間にりーフレットの家庭回
覧や薬物乱用問題関係機関会議を開
催した。

千葉県薬物乱用防止広報
強化月間の実施
【薬務課】

150

7月22日習志野文化ホールにて薬物乱用
防止教育研修会を実施予定。対象は県内
公立学校等の教職員及び教育関係機関
担当者。内容は講演、実践発表及び行政
説明。実銭発表は小学校と中学校を予
定。

7月22日習志野文化ホールにて薬物乱
用防止教育研修会を開催した。参加者
は県内公立学校等の教職員及び教育
関係機関担当者1,388名。内容は講
演、実践発表及び行政説明。児童生
徒が自らの健康について理解すること
により、生涯健康で暮らせる社会の基
盤つくりに寄与した。

151
県内小学５年６年、中学、高等学校から募
集をし、優秀作品については表彰をする。
募集期間４月７日から７月４日。

県内小・中・高あわせて543校から、
66,494点の作品の応募があった。教育
庁内で審査の結果、優秀作品の表彰
を行った。

152

○薬物需要の根絶に向けて薬物乱用者
の検挙活動を推進するとともに、暴力団
等が関与する薬物密輸・密売事犯の取締
りを推進する。

○薬物需要の根絶に向けて取締り活
動を推進しました。薬物事犯の検挙人
員は717人であった。押収規制薬物は
約235キログラムであった。

○薬物供給の遮断に向けて関係機関
との連携により水際対策を強化しまし
た。密輸事犯の検挙件数は90件、検挙
人員は104人、押収規制薬物は約230
キログラムであった。
（平成26年中）

153

○小中高校生や大学生等を対象とした薬
物乱用防止教室を実施していくほか、6
月、7月の2ヶ月間を「薬物乱用防止広報
強化期間」に設定、関係機関・団体と連携
して積極的な広報啓発活動を推進する。

○小・中・高校生や大学生等に対する
薬物乱用防止教室を実施しました。開
催校数は490校、開催回数は512回、
受講者数は82,929人であった。
○民間企業や教育関係者に対する薬
物乱用防止講習会を実施しました。実
施回数は32回、受講者数は3,948人で
あった。
○駅頭を始め、商業施設やイベント会
場において薬物乱用防止キャンペーン
を実施しました。実施回数は23回で
あった。
○6月、7月の2か月間を薬物乱用防止
広報強化期間とし、関係機関と連携し
たキャンペーンを開催するなど、積極
的な広報啓発活動を推進しました。
○危険ドラッグの乱用防止対策とし
て、県の関係部局と連携し、販売店舗
への立入指導や広報用ポスターを作
成し、積極的な広報啓発を推進しまし
た。
（平成26年中）

154

エイズ教育の充実を図るため、エイズ教
育用リーフレットを県教育委員会ホーム
ページに掲載し、県内公立小学校がダウ
ンロードし活用を図る。

エイズ教育用リーフレットを県教育委員
会ホームページに掲載し、県内公立小
学校がダウンロードして活用を図れる
ようにした。

155

今年度は８月２１日幕張メッセにて開催さ
れる第65回関東甲信越静学校保健大会
分科会にあてて性教育の研修を実施予
定。

平成26年度は８月２１日幕張メッセにて
開催された第65回関東甲信越静学校
保健大会分科会にて性教育の研修を
実施した。

156

母子保健施策の効果的な推進のため、13
健康福祉センターにおいて母子保健推進
協議会を開催する。
児童家庭課における母子保健運営協議
会は、適宜開催とする。

13センター
13回　延306人

施策の方向②　妊娠・出産等に関する健康支援

 84 



当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

母子保健に関する研修会・
講習会等の開催
【児童家庭課】

不妊相談センターにおける
相談の実施

1,935

【児童家庭課】

1,040

特定不妊治療費に対する
助成

977,389

【児童家庭課】

717,626

487,249

435,907

千葉県周産期医療審議会
における検討

648
【医療整備課】

152

20,698

20,019

高齢者相談の実施 4,688
【高齢者福祉課】 4,628
千葉県総合支援協議会の
各専門部会による相談
支援

1,444

【障害福祉課】

362

障害者就業・生活支援セン
ターによる生活・就労支援

109,312

【障害福祉課】
103,615

2,484
（156～157
の決算計）

157

市町村・健康福祉センターの母子保健従
事者を対象に母子保健に関する専門的な
知識を習得するための研修会を実施す
る。また、健康福祉センターにおいて、管
内の母子保健推進員や新生児妊産婦訪
問従事者研修会を実施する。

児童家庭課分
母子保健指導者研修会　1回　71人
センター分
母子保健推進員研修会　11センター
11回　延688人
新生児・妊産婦訪問指導員研修会　6
センター　6回　延193人
乳幼児救急法講習会　10センター　10
回　延428人
その他　2センター　3回　延113人

158

不妊に悩む夫婦等に、松戸、印旛、長
生、君津健康福祉センターにおいて不妊
治療に関する情報提供や医療面・精神面
での相談を行う。

実施場所
・4健康福祉センターで実施
　（松戸、印旛、長生、君津）
相談体制
・産婦人科医師、助産師、保健師
相談延べ人員
・1,114人
（電話83人　、面接1,031人 ）
相談件数（1,371件）
・医療機関情報：1,200件
・治療の悩み：133件
・治療以外の悩み：38件

159

不妊治療の経済的負担の軽減を図るた
め、医療保険が適用されず、高額な医療
費がかかる不妊治療費の一部を助成す
る。
・対象治療　体外受精又は顕微授精
・給付内容　1回の治療につき15万円まで
（一部治療は7万5千円まで）、1年目のみ3
回まで、2年目以降年2回まで、通算5年、
通算10回（40歳未満の新規助成は通算6
回まで(年間制限なし)）
・所得制限　前年の夫婦の合計所得が
730万円未満

助成件数
・実件数　　2,508件
･延べ件数　4,234件
　

<参考>
・1回の治療につき、15万円まで（一部
治療は7万5千円まで）
・1年度あたり2回まで（1年目のみ3回ま
で）
・通算して5年間を助成
・前年度夫婦合計所得が730万円未満

160
周産期母子医療センターの運営費及び医
療機関の施設・設備に対する補助

運営費補助：８病院
設備整備補助：０病院

161
母体の県外搬送及び新生児搬送システ
ム構築の検討を行う

周産期医療審議会　１回開催

162
総合周産期母子医療センターにコーディ
ネーターを配置し、母体搬送の円滑化を
図る。

亀田総合病院（昼間）及び八千代医療
センター（夜間）に委託した。

163
高齢者に関する虐待、介護、悩み事に対
する電話相談に応じる。

高齢者に関する虐待、介護、悩み事に
対する電話相談に応じた。相談件数３
３４件。

164

相談支援専門部会　6回
権利擁護専門部会　6回
療育支援専門部会　6回
就労支援専門部会　6回
精神障害者地域移行推進部会　6回

相談支援専門部会　4回
権利擁護専門部会　5回
療育支援専門部会　5回
就労支援専門部会　6回
精神障害者地域移行推進部会　4回

165
障害者就業・生活支援センターにおいて、
障害者の就業に伴う生活上の相談に応
じ、助言や関係機関との調整を行います。

障害者就業・生活支援センターにおい
て、障害者の就業に伴う生活上の相談
に応じ、助言や関係機関との調整を
行った。

母体搬送ネットワーク及び
母体搬送コーディネートに
よる搬送体制の充実
【医療整備課】

基本的な課題８　誰もが安心して暮らせる環境の整備

施策の方向①　高齢者・障害者の自立した生活に対する支援

周産期母子医療センター
の運営費及び医療機関の
施設・設備に対する補助
【医療整備課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

障害者の態様に応じた
多様な委託訓練

84,506

【産業人材課】

43,983

501

445

172,300

168,284

0

0

1,451

1,301

観光関連施設の整備・充
実の促進

200,000

【観光企画課】
196,865

児童扶養手当の支給 717,000
【児童家庭課】 662,931

母子寡婦福祉資金の貸付 692,345
【児童家庭課】 140,086

357,000

334,543

母子家庭等就業・自立支
援センターによる支援

14,000

【児童家庭課】
11,066

6,842

7,818

0

0

―

―

「ジョブカフェちば」における
就職支援

136,253

【雇用労働課】

132,720

166

知識・技能習得訓練コース　240人
実践能力習得訓練コース　80人
デュアル訓練コース　20人
e-ラーニングコース　10人
特別支援学校早期委託訓練コース　60人
在職者訓練　10人
合計　420人

知識・技能習得訓練コース 154人
実践能力習得訓練コース　7人
デュアル訓練コース15人
e-ラーニングコース　3人
特別支援学校早期委託訓練コース
21人
在職者訓練　2人
合計　202人

167
参加・体験型高齢者交通安全リーダー研
修を年3回実施（1回目は平成26年4月7
日、2回目は9月22日、3回目は未定）

参加・体験型高齢者交通安全リーダー
研修を年3回実施した。（1回目は平成
26年4月7日、2回目は9月22日、3回目
は12月2日）

交通安全リーダーの育成と
自主的な交通安全活動の
推進
【生活安全課】

工事及び用地買収・補償を進める 工事及び用地買収・補償を実施

169
千葉県福祉のまちづくり条例適合証を交
付予定。

千葉県福祉のまちづくり条例適合証
（建築物に限る）を１０件交付した。

170

「ちばバリアフリーマップ」の施設情報の追
加・更新を行い、バリアフリー情報の充実
を図る。
対前年度で施設情報の掲載数の増加を
図る。

「ちばバリアフリーマップ」の施設情報
の追加・更新を行い、バリアフリー情報
の充実を図った。情報掲載件数（累
計）：H26年度末　1,687件（56件追加）

179

若年者の就業支援について、「ジョブカ
フェちば」を拠点として、適職診断、個別相
談、就職セミナーから「ハローワーク船橋
ヤングコーナー」等による職業紹介に至る
まで総合的な就業支援サービスを展開す
るとともに、企業が若者に自社の魅力をア
ピールする場の提供などの中小企業の採
用活動支援を併せて実施する。

若年者の就業支援について、「ジョブカ
フェちば」を拠点として、適職診断、個
別相談、就職セミナーから「ハローワー
ク船橋ヤングコーナー」等による職業
紹介に至るまで総合的な就業支援
サービスを展開するとともに、企業が
若者に自社の魅力をアピールする場
の提供などの中小企業の採用活動支
援を併せて実施した。
年間利用者数：31,270人

ひとり親家庭向けメールマ
ガジンの発行
【児童家庭課】

174 助成対象（見込）　38,016人 助成対象　34,676人

175
就業支援講習会4回（45名）託児料込み
就業相談・養育費相談・面会交流支援

就業支援講習会4回（72名）託児料込
み
就業相談・養育費相談・面会交流支援

176

町村分
自立支援教育訓練給付金5件
高等職業訓練促進給付金6件
修了支援給付金4件
市分未定

自立支援訓練給付金16件（市16）
高等技能訓練促進費118件（市110・町
村8）
修了支援給付金59件（市57・町村2）

ひとり親家庭等医療費
の助成
【児童家庭課】

母子家庭等自立支援給付
金の支給
【児童家庭課】

母子家庭の母等に対する
職業訓練
【産業人材課】

178 - －

歩道や自転車歩行者道の
バリアフリー化の推進
【道路環境課】

ちばバリアフリーマップに
よる県内施設のバリアフ
リー情報の紹介
【健康福祉指導課】

177
実施予定なし
（市町村へ改めて意向調査を行った結
果、ニーズが低かった）

171

観光地の利便性を高め魅力向上を図るた
め、多くの観光客が利用する公衆トイレや
駐車場、観光案内所等の設置・改修につ
いて、その経費の一部を助成する。

県内27市町村及び民間事業者が実施
する観光公衆トイレ・駐車場・観光案内
所・観光案内板等の整備に要する経費
の一部を助成した。(整備箇所数：63箇
所)

172 支給対象（見込）　18,957人 支給人数（延月）　17,963人

173 貸付件数（見込）　1,000件 貸付件数　　　246件

施策の方向②　ひとり親家庭等様々な困難な状況に置かれている人々への対応

168

高齢者・障害者が利用しや
すい建築物の整備促進
【建築指導課】
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

「ちば地域若者サポートス
テーション」における
自立支援

7,605

【雇用労働課】

7,524

県営住宅における入居の
優遇措置

0

【住宅課】

0

高齢者虐待防止対策の
推進

2,114

【高齢者福祉課】

1,584

多文化共生社会づくりの
推進

164
【国際課】

114

外国人県民向けの情報
提供

3,092

【国際課】

2,453

外国語ホームページによる
情報提供

3,495

【報道広報課】

2,549

外国人集住地域総合対策
等の推進

0

【（警）組織犯罪対策課】

0

外国人児童生徒への教育
相談員の派遣

9,123

【（教）指導課】
8,137

0

0

180

若年無業者（ニート等）を対象として、キャ
リアカウンセラーや臨床心理士による個
別相談、自立支援プログラム（セミナー・
職業体験等）等を実施する。また、学校連
携事業による訪問支援（訪問相談、出張
セミナー等）を実施する。

若年無業者（ニート等）を対象として、
キャリア
カウンセラーや臨床心理士による個別
相談、
自立支援プログラム（セミナー・職業体
験等）等を実施する。また、学校連携
事業による訪問支援実施した。
年間相談件数：２，４６４件、年間プログ
ラム参加者：延べ４，２７４人

181
県営住宅の入居にあたって、ひとり親世
帯及びDV被害者等を一般世帯より優遇
する措置を講じている。

■H26年度県営住宅入居状況
（H27.3.31）現在
・母子世帯数→226世帯
・父子世帯数→6世帯
・DV被害者世帯数→4世帯
・計236世帯

182

○高齢者虐待の相談・通報の受理、対応
等を行う市町村及び地域包括支援セン
ター等の職員を対象とした研修会を6回開
催する。
○困難事例について専門職が連携して助
言を行う「高齢者虐待対応市町村支援事
業」を実施する。
○主任介護支援専門員等を対象とした研
修を実施する。

○研修会の開催　　６回
○高齢者虐待対応市町村支援事業
　困難事例相談　　５件
　研修会講師派遣　 ４件
○主任介護支援専門員を対象とした
研修会　１回
○虐待事例集の作成

188
市町村担当者との合同研修会1回
幹事会1回開催予定

市町村担当者との合同研修会及び幹
事会を１回開催した。

183

「国際交流・協力等ネットワーク会議」、
「多文化共生社会づくり連絡協議会」及び
「市町村国際化施策担当者会議」を各１回
開催する。

「国際交流・協力等ネットワーク会議」、
「多文化共生社会づくり連絡協議会」
及び「市町村国際化施策担当者会議」
を各１回開催した。

184

外国人県民が安全で快適な生活が送れ
るよう「外国人テレホン相談」を実施する
ほか、外国人向けの情報を掲載した「ちば
国際情報ひろば」の充実、外国語版メー
ルマガジンの発行等を行う。

外国人県民が安全で快適な生活が送
れるよう「外国人テレホン相談」（４言
語）を常時開設し、937件の相談に応じ
た。また、外国人向けの情報を掲載し
た総合サイト「ちば国際情報ひろば」の
ページ更新（163回）及び外国語版メー
ルマガジン（月２回）の発行、外国語向
け生活ガイドブック「ハローちば」（７言
語版）の改訂等を行った。

185

前年度に引き続き、外国人県民に対して
県政に関する必要な情報が提供できるよ
う、英語、中国語、韓国語・朝鮮語版ホー
ムページについて、よりよい内容の更新を
行っていく。
・外国語ホームページ更新状況
→情報更新の都度随時更新（報道広報
課、国際課等）

外国人県民に対して県政に関する必
要な情報が提供できるよう、英語、中
国語、韓国語・朝鮮語のページの更新
を行った。
・平成26年度の外国語ホームページ更
新状況→情報更新の都度随時更新
（報道広報課、国際課等）
・平成26年度の外国語ホームページア
クセス件数（公式ホームページ）
英語:131,436件　中国語:16,738 件　韓
国・朝鮮語:8,484件

施策の方向③　外国人が安心して暮らせる環境づくり

推　進　体　制

千葉県男女共同参画推進
本部・幹事会の開催
【男女共同参画課】

186

○外国人が多数在籍する学校、企業にお
いて、「防犯、交通安全講話」等を実施し、
定住外国人に対する地域への所属感、信
頼感を高める。
　
○「八千代市外国人集住地域総合対策連
絡協議会」を開催し、関係機関との情報
交換を行い連携を図る。

○外国籍児童支援教室等への参加や
外国人労働者に対する体験型自転車
安全運転講習を実施し、外国人に対す
る防犯・交通安全指導を実施しました。

○「多文化共生社会づくり連絡協議
会」等に参加し、関係機関と情報交換
を行い、外国人も暮らしやすいまちづく
りについて、連携強化を図りました。
（平成26年中）

187

派遣希望がある県立学校２２校すべてに
生徒の母語が理解できる外国人児童生
徒等教育相談員として延べ４０名を派遣
する予定。

派遣希望がある県立学校２１校すべて
に生徒の母語が理解できる外国人児
童生徒等教育相談員として延べ３９名
を派遣した。
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当初予算（千円）

決算（千円）
事業の実施予定

NO. 重点
施策名

【事業担当課】

平成26年度

事業の実施結果

千葉県男女共同参画推進
懇話会の開催

1,009

【男女共同参画課】

635

男女共同参画センターの
機能強化

1,443

【男女共同参画課】

1,205

千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実[再掲]

2,108

【男女共同参画課】

1,446

市町村における推進体制
づくりの支援

85

【男女共同参画課】

78

市町村における男女共同
参画計画策定の支援

210
【男女共同参画課】

129

千葉県男女共同参画推進
連携会議の充実[再掲]

479

【男女共同参画課】

318

0

0

千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実[再掲]

2,108

【男女共同参画課】

1,446

国及び各都道府県との
男女共同参画に関する
情報交換

0

【男女共同参画課】

0

189

2回開催予定。平成25年度の千葉県男女
共同参画計画及び千葉県ＤＶ防止・被害
者支援基本計画（第3次）の評価について
報告する。また、県民意識調査を実施す
るにあたって、委員から意見を伺う。

・8月と3月で2回開催。
・第１回では、「男女共同参画社会の実
現に向けての県民意識調査」の実施に
あたり、実施内容について委員の方か
ら意見を伺った。
・第２回では、次期第４次千葉県男女
共同参画計画の策定についての説明
及び県民意識調査の結果についての
報告等を行った。

190

・女性リーダー養成講座の内容を拡充す
る。
・センターフェスティバルとネットワーク会
議を同時開催する。

・女性リーダー養成講座（全５回）を実
施
H26.7.24～12.11　参加者 6名
・センターフェスティバル2014＆ネット
ワーク会議を実施
H26.8.3 参加者 602名（延べ人数）

191

各市町村で活躍する地域推進員を増や
す。
・地域推進設置市町村数：
42市町村　69名(H26.4.25現在)
・県内6地域で推進員の企画によるフォー
ラム等を実施予定　12事業程度

・地域推進員設置市町村数：
42市町村　67名(H27.3.31)
・県内6地域で地域推進員によるフォー
ラム等を実施。12事業　参加者1,212名

192

全市町村職員を対象とした研修会を年1
回、県東部、県南部の市町村職員を対象
とした研修会をでそれぞれ１回ずつ開催
する。
市町村からの要請に基づき講師を派遣す
る。平成26年4月時点では町村等から3件
の派遣要請がある。

全市町村職員を対象とした研修会を年
1回、県東部、県南部の市町村職員を
対象とした研修会をでそれぞれ１回ず
つ開催した。
市町村からの要請に基づき講師を２回
派遣し、研修会を実施した。（鴨川市、
君津郡市広域市町村圏組合）

193

男女共同参画計画・ＤＶ対策計画の未策
定市町村を支援するため、アドバイザーを
派遣する。
6市町村を予定。

市が実施する研修会等にアドバイザー
を派遣した。4市実施（匝瑳市、成田
市、茂原市、大網白里市）。

194
職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆ
る分野における男女共同参画の自主的な
取組を推進する。

連携会議
合同部会1回
実施日：平成26年6月23日
全体会1回
実施日：平成26年12月4日
産業部会2回
（千葉県経営者協会との共催）
実施日：平成26年9月10日/平成26年
11月4日
教育部会1回
実施日：27年1月14日
地域部会1回
実施日：26年10月8日
合計　参加団体72  参加者数300名

男女共同参画センターフェスティバルと
同時開催した。（8月3日　参加者数85
名）

196

各市町村で活躍する地域推進員を増や
す。
・地域推進設置市町村数：
42市町村　69名(H26.4.25現在)
・県内6地域で推進員の企画によるフォー
ラム等を実施予定　12事業程度

・地域推進員設置市町村数：
42市町村　67名(H27.3.31)
・県内6地域で地域推進員によるフォー
ラム等を実施。12事業　参加者1,212名

197

内閣府が開催する各種研修会等に積極
的に参加する等により、国との情報共有・
情報交換を図る。また、各都道府県との
情報交換を積極的に行う。

内閣府が開催する各種研修会
・男女共同参画に関する基礎研修（平
成26年5月29日～30日）
１６都道府県主管課（室）長会議（電子
メールにより意見交換）

千葉県男女共同参画社会
づくりネットワーク会議
の充実[再掲]
【男女共同参画課】

195
8月に男女共同参画センターフェスティバ
ルと同時開催する。
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